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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＨＣＰクライアントの機能を提供しない又はＤＨＣＰクライアントの機能を提供でき
ない端末デバイスが、ダイアルアップするとともに、ネットワークデータサービスの実行
が必要な時に、前記端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイススタンダー
ド（ＮＤＩＳ）ドライバーレイヤーにより、ネットワーク設定情報を問い合わせるために
、ネットワーク設定情報問い合わせメッセージを無線モデムへ伝達するステップと、
　前記ＮＤＩＳドライバーレイヤーにより、前記無線モデムから返されたネットワーク設
定情報を取得するステップと、
　前記取得したネットワーク設定情報を前記端末デバイスのアプリケーションレイヤーに
提供するステップと、
　を備え、
　前記ネットワーク設定情報はＩＰアドレス情報及びゲートウェイ情報を含むネットワー
ク設定情報取得のための方法。
【請求項２】
　前記ネットワーク設定情報問い合わせメッセージは、モデムコマンド言語を用いること
によって、ＮＤＩＳポートを介して前記無線モデムへ伝達される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワーク設定情報問い合わせメッセージは、モデムコマンド言語を用いること
によって、シリアルポートを介して前記無線モデムへ伝達される請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ネットワーク設定情報問い合わせメッセージは、ＮＤＩＳコマンド言語を用いるこ
とによって、ＮＤＩＳポートを介して前記無線モデムへ伝達される請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記取得したネットワーク設定情報を、前記端末デバイスのアプリケーションレイヤー
に提供した後、
　　前記端末デバイスのアプリケーションレイヤーによって、前記取得したネットワーク
設定情報を用いることによって、ネットワークアドレス設定を完了するステップ
　をさらに備える請求項１ないし４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末デバイスが無線ＷＡＮアプリケーションプログラミングインターフェイスを呼
出した場合、前記無線モデムは無線ＷＡＮデバイスである請求項１ないし５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項７】
　ＤＨＣＰクライアントの機能を提供しない又はＤＨＣＰクライアントの機能を提供でき
ない端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイススタンダード（ＮＤＩＳ）
ドライバーレイヤーに配置され、かつ、前記端末デバイスがダイアルアップするとともに
、ネットワークデータサービスの実行が必要な時に、ネットワーク設定情報を問い合わせ
るためにネットワーク設定情報問い合わせメッセージを無線モデムに伝達するように構成
されたメッセージ伝達ユニットと、
　前記端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイススタンダード（ＮＤＩＳ
）ドライバーレイヤーに配置され、かつ、前記無線モデムによって返されたネットワーク
設定情報を取得するように構成され、かつ、前記取得したネットワーク設定情報を、前記
端末デバイスのアプリケーションレイヤーに提供する情報取得ユニットと、
　を備え、
　前記ネットワーク設定情報はＩＰアドレス情報及びゲートウェイ情報を含むネットワー
ク設定情報取得のための装置。
【請求項８】
　前記メッセージ伝達ユニットは、
　　モデムコマンド言語を用いることによって、前記ネットワーク設定情報問い合わせメ
ッセージをＮＤＩＳポートを介して、前記無線モデムへ伝達するように構成される第一の
伝達モジュール、
　　モデムコマンド言語を用いることによって、前記ネットワーク設定情報問い合わせメ
ッセージをシリアルポートを介して、前記無線モデムへ伝達するように構成される第二の
伝達モジュール、及び
　　ＮＤＩＳコマンド言語を用いることによって、前記ネットワーク設定情報問い合わせ
メッセージをＮＤＩＳポートを介して、前記無線モデムへ伝達するように構成される第三
の伝達モジュール、
　の内、少なくとも一つのモジュールを備える請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記端末デバイスのアプリケーションレイヤーに配置され、かつ、前記取得したネット
ワーク設定情報を用いることによって、ネットワークアドレス設定を完了するように構成
されるアドレス設定ユニット
　をさらに備える請求項７又は８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置が前記端末デバイス内に配置される請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はネットワークコミュニケーション分野、特にネットワーク設定情報取得のため
の方法、及び装置に関する。
【０００２】
　本出願は、中国特許庁へ２００９年８月２０日に出願された“METHOD AND APPARATUS F
OR ACQUIRING NETWORK CONFIGURATION INFORMATION”中国特許庁出願番号200910091040.0
へ優先権を主張する。前記出願を引用することにより、その全てが本明細書に組み込まれ
る。
【背景技術】
【０００３】
　近年、端末デバイスがネットワークデータサービスを実行する場合、ダイアルアップパ
ケットデータプロトコル(PDP, Packet Data Protocol)コンテキストがアクティベートさ
れた後、つまり、データサービス接続が設定された後、端末デバイスは対応するネットワ
ーク設定情報、つまりＩＰアドレス、ゲートウェイ情報を取得する必要がある。ついで、
前記端末デバイスはＩＰアドレスを設定して、ダイアルアップを成功する。このことはネ
ットワークデータサービス実行を保証する。前記端末デバイスはパーソナルコンピュータ
(PC)、その他全てのコンピューター処理を行う装置で有り得る。
【０００４】
　従来技術では、静的ネットワーク設定情報を手動で行うか、または、ネットワーク設定
情報を動的に取得することができた。従来技術では、前記ネットワーク設定情報は動的に
、動的ホスト設定プロトコルクライアント(DHCP Client, Dynamic Host Configuration P
rotocol Client)を介して取得される。図１は、ネットワーク設定情報が従来技術でのＤ
ＨＣＰクライアントを介して、動的に取得される信号交換のブロック図を示している。図
１が示すように、端末デバイスがダイアルアップ制御を初期化した後、端末デバイス上の
ＤＨＣＰはモデム(modem)との接続を設定する。前記モデムはネットワークへのアクティ
ベートＰＤＰリクエスト(つまり、データサービス発呼)を初期化する。ネットワークが無
事に応答をした後(つまり、データサービス発呼が無事に設定された後)、前記ネットワー
クは、対応するネットワーク設定情報、つまり、ＩＰアドレスとゲートウェイ情報をモデ
ムへ返却する。；端末デバイスがＡＣＫシグナルをモデムから受け取った後、ＤＨＣＰク
ライアントはモデムへＤＨＣＰ問い合わせリクエスト(query request)を伝達する。モデ
ムは、ネットワークによって割り当てられたネットワーク設定情報を端末デバイスへ返信
する。端末デバイスが、受信したネットワーク設定情報が正しく、かつ利用可能であるこ
とを確認したとき、前記端末デバイスはＩＰアドレスを正しく設定する。ダイアルアップ
プロセスが完了すると、前記端末デバイスは対応するネットワークデータサービスの実行
が開始可能となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術での課題解決手法では、端末デバイスがＤＨＣＰクライアント機能を提供する
ことが可能だという基礎のもとに、ネットワーク設定情報取得の前記解決手法が実行され
ている。もし、端末デバイスがＤＨＣＰクライアント機能を提供が不可能、もしくは対応
するＤＨＣＰクライアント機能の提供ができない場合は、前記端末デバイスはうまくダイ
アルアップすることができず、せいぜい接続を設定することしかできない。これによって
、端末デバイスはオンラインでのネットワークデータサービス実行ができず、端末デバイ
ス上の通常サービスに影響を及ぼす。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の構成は、端末デバイスがＤＨＣＰクライアント機能を提供しない場合でも、端
末デバイスが無事にダイアルアップを実行できるよう、効果的なネットワーク設定情報の
取得を可能にする目的で、ネットワーク設定情報取得のための方法、及び装置を提供する
。加えて、端末デバイスがオンラインでネットワークデータサービスを実行可能である。
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これは端末デバイス上で通常のサービスが実行されることを保証する。
【０００７】
　本発明の一構成では、ネットワーク設定情報取得の方法を提供し、これは以下の方法を
備える。：
　　端末デバイスがダイアルアップし、ネットワークデータサービスを実行する必要があ
る場合、前記端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイススタンダード(Net
work Driver Interface Standard, NDIS)ドライバーレイヤーによって、ネットワーク設
定情報問い合わせメッセージを無線モデムへ伝達するステップ。
　　前記ＮＤＩＳドライバーによって、前記無線モデムから返されたネットワーク設定情
報を取得し、かつ、取得したネットワーク設定情報を端末デバイスのアプリケーションレ
イヤーに提供するステップ。
【０００８】
　本発明の一構成は、ネットワーク設定情報取得のための装置を提供し、これは以下備え
る。
　　端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイススタンダードＮＤＩＳドラ
イバーレイヤーに配置され、かつ、端末デバイスがダイアルアップし、ネットワークデー
タサービスの実行が必要な時に、無線モデムへネットワーク設定情報問い合わせメッセー
ジを伝達するように設定されるメッセージ伝達ユニット。
　　端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイススタンダードＮＤＩＳドラ
イバーレイヤーに配置され、かつ、無線モデムより返されたネットワーク設定情報を取得
し、取得したネットワーク設定情報を端末デバイスのアプリケーションレイヤーに提供す
るように設定された情報取得ユニット。
【０００９】
　上記の技術的な解決手法によれば、端末デバイスがダイアルアップし、データサービス
を実行する必要がある場合でも、前記端末デバイスのネットワークドライバーインターフ
ェイススタンダード(Network Driver Interface Standard, NDIS)ドライバーレイヤーが
ネットワーク設定情報問い合わせメッセージを無線モデムへ伝達することができる。前記
ＮＤＩＳドライバーレイヤーは無線モデムより返されたネットワーク設定情報を取得し、
かつ、取得したネットワーク設定情報を、端末デバイスのアプリケーションレイヤーに提
供する。このようにして、端末デバイスがＤＨＣＰクライアント機能を提供しない場合で
も、端末デバイスは効率的に、ダイアルアップを無事に実行するために必要とされるネッ
トワーク設定情報を取得することができる。さらに、端末デバイスはオンラインでのネッ
トワークデータサービスを実行することができる。これは端末デバイス上での通常のサー
ビスの実行を保証する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】従来技術での、ネットワーク設定情報をＤＣＨＰクライアントを介して動的に取
得する信号交換のブロック図である。
【図２】本発明実施形態１に基づく方法のフローチャートである。
【図３】本発明実施形態２に基づく、具体例での信号交換のブロック図である。
【図４】本発明実施形態３に基づく、別の具体例での信号交換のブロック図である。
【図５】本発明実施形態４に基づく、別の具体例での信号交換のブロック図である。
【図６】本発明実施形態５に基づく、装置の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態はネットワーク設定情報取得のための方法、及び装置を提供する。端
末デバイスがＤＨＣＰクライアントの機能を提供しないときで、もし、端末デバイスがネ
ットワークサービスを実行するためにダイアルアップをする必要がある場合でも、端末デ
バイスのＮＤＩＳドライバーレイヤーがネットワーク設定情報問い合わせコマンドを無線
モデムへ伝達することができる。ここでネットワーク設定情報とは、例えばＩＰアドレス
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、ゲートウェイ設定情報で有り得る。；前記問い合わせコマンドを無線モデムが受信した
後に、無線モデムは、問い合わせコマンドに基づいて、対応するネットワーク設定情報を
、端末デバイスのＮＤＩＳドライバーレイヤーへ返すことが可能である。；端末デバイス
は、端末デバイス上での通常のサービスを実行することができることを保証するために、
取得したネットワーク設定情報に基づいて対応するＩＰアドレス、及びゲートウェイの設
定を完了し、無事にダイアルアップを実行する。
【００１２】
　実施形態１
　より本発明の実施形態を説明するために、本発明の具体的な実施形態が添付の図を参照
して説明される。図２は本発明の実施形態１に基づく方法のフローチャートである。この
方法は以下のステップを備える。
【００１３】
　　ステップ２１：無線モデムへのネットワーク設定情報問い合わせメッセージの送信
【００１４】
　ステップ２１では、端末デバイスがダイアルアップをして、ネットワークデータサービ
スの実行が必要になるとき、前記端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイ
ススタンダードＮＤＩＳドライバーレイヤーは、ネットワーク設定情報問い合わせメッセ
ージを無線モデムへ伝達することが可能である。
【００１５】
　具体的な実行処理は以下のようである。まず、端末デバイスがダイアルアップをすると
き、端末デバイスは無線モデムとの接続を設定する。無線モデムはアクティベートＰＤＰ
リクエストをネットワークへ送信することが可能である。アクティベートを無事に行った
後、ネットワークは対応するネットワーク設定情報を前記無線モデムへ返す。前記無線モ
デムは対応するＡＣＫシグナルを端末デバイスへ再度返す。この時、端末デバイスのネッ
トワークドライバーインターフェイススタンダードＮＤＩＳドライバーレイヤーはネット
ワーク設定情報問い合わせメッセージを無線モデムへ伝達することができる。
【００１６】
　ネットワーク設定情報問い合わせメッセージは、モデムコマンド言語（つまり、ＡＴコ
マンド）を用いることによって、無線モデムへＮＤＩＳポートを介して伝達するか、ある
いは、モデムコマンド言語を用いることによって、無線モデムへシリアルポートを介して
伝達するか、あるいは、ＮＤＩＳコマンド言語（つまり、カスタマイズコマンド）を用い
ることによって、無線モデムへＮＤＩＳポートを介して伝達することが可能である。
【００１７】
　　　ステップ２２：無線モデムから返されたネットワーク設定情報の取得
【００１８】
　ステップ２２では、前記無線モデムが、ＮＤＩＳドライバーレイヤーから送信されたネ
ットワーク設定情報問い合わせメッセージを受信した後、無線モデムはＮＤＩＳドライバ
ーレイヤーへ、ネットワークから無線モデムによって得られたネットワーク設定情報を送
信することが可能である。このようにして、端末デバイス内のＮＤＩＳドライバーレイヤ
ーは無線モデムによって返されたネットワーク設定情報を取得することができる。
【００１９】
　具体的な実行処理は以下のようである。無線モデムがネットワーク設定情報をＮＤＩＳ
ドライバーレイヤーへ送信する前記方法は、無線モデムが情報問い合わせリクエストを受
信する方法に依存する。つまり、モデムコマンド言語を用いることにより、ＮＤＩＳポー
トを介してネットワーク設定情報問い合わせメッセージが伝達される場合、無線モデムは
ネットワーク設定情報をＮＤＩＳポートを介して、端末デバイスのＮＤＩＳドライバーレ
イヤーへ返すことが可能である。もし、モデムコマンド言語を用いることにより、シリア
ルポートを介して、ネットワーク設定情報問い合わせメッセージが伝達される場合、無線
モデムは、シリアルポートを介して、ＮＤＩＳドライバーレイヤーへネットワーク設定情
報を伝達することが可能である。もし、ＮＤＩＳコマンド言語を用いることにより、ＮＤ
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ＩＳポートを介して、ネットワーク設定情報問い合わせメッセージが伝達される場合、無
線モデムはＮＤＩＳポートを介して端末デバイスのＮＤＩＳドライバーレイヤーへネット
ワーク設定情報を返すことが可能である。
【００２０】
　　　ステップ２３：取得されたネットワーク設定情報を用いた端末デバイスのアプリケ
ーションレイヤーの提供
【００２１】
　ステップ２３では、端末デバイスのＮＤＩＳドライバーレイヤーが、無線モデムから返
されたネットワーク設定情報を取得した後、次の設定制御を行うために、取得したネット
ワーク設定情報を端末デバイスのアプリケーションレイヤーに提供することが可能である
。
【００２２】
　端末デバイスのアプリケーションレイヤーがネットワーク設定情報を受信した後に、取
得したネットワーク設定情報を用いることによって、ネットワークアドレスの設定を完了
することができ、ネットワークデータサービスを実行するためにダイアルアップを無事に
行う。
【００２３】
　具体的な実行処理としては、端末デバイスが、無線モデムを制御するために、無線ＷＡ
Ｎアプリケーションプログラミングインターフェイス(WWAN API)を呼び出すとき、無線モ
デムは無線ワイドエリアネットワークデバイス (WWAN device)となることが可能である。
【００２４】
　実施形態１において提供される技術的な解決手法の実行を通して、端末デバイスがＤＨ
ＣＰクライアントの機能を提供しないときでも、効率的に端末デバイスが、うまくダイア
ルアップを実行するために、必要とされるネットワーク設定情報を取得することが可能で
あり、かつ、端末デバイス上において通常のサービスを実行可能であることを保証するた
よう、ネットワークデータサービスを実行することが可能である。
【００２５】
　実施形態２
　図３は、本発明の実施形態２に基づく、具体例での信号交換のブロック図である。図３
が示すように、端末デバイスが、無線ワイドエリアネットワークアプリケーションプログ
ラミングインターフェイス(WWAN API, Wireless Wide Area Network Application Progra
mming Interface)を呼出す時に、このＡＰＩは無線ワイドエリアネットワークサービスイ
ンターフェイス(WWAN Service Interface)を呼出し、かつ、端末デバイスがオブジェクト
識別子(OID, Object Identifier)シグナルをドライバーレイヤーへ伝達する。前記ドライ
バーレイヤー(WWAN miniport drivers)は、上位レイヤーから伝達される異なるＯＩＤシ
グナルに基づいて、１つまたは２つ以上のモデムコマンド（ＡＴコマンド）を通して、実
行のためにＯＩＤシグナルによって要求された機能を実行する。例えば、ダイアルアップ
ＯＩＤは、ドライバーレイヤーにおいてＡＴＤダイアルアップＡＴコマンドへ変換可能で
、ドライバーレイヤーはＮＤＩＳポートを介して、ＡＴコマンドを無線ＷＡＮデバイス(W
WAN device)へ伝達する。これは、端末デバイスと無線ＷＡＮデバイスとの間の信号交換
を実行するためである。ここで、前記無線ＷＡＮデバイスは実施形態１で提供された方法
での、無線モデムに相当する。
【００２６】
　そして、ＰＤＰがアクティベートされた後（つまり、データサービス接続が設定された
後）、前記ドライバーレイヤー(WWAN miniport drivers)は無線ＷＡＮデバイス(WWAN dev
ice)から送られたＡＣＫシグナルを受信する。ドライバーレイヤーはネットワーク設定情
報取得リクエストを、ＡＴコマンドを用いることにより、ＮＤＩＳポートを介して、ＷＷ
ＡＮデバイスへ伝達することができる。無線ＷＡＮデバイスはＡＴコマンドの処理結果を
、ＮＤＩＳポートを介して、ドライバーレイヤー(WWAN miniport drivers)に返す。ドラ
イバーレイヤーは、ネットワークアドレスの設定を完了するために、返されたネットワー
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ク設定情報を端末デバイスのアプリケーションレイヤーに提供する。
【００２７】
　　実施形態２において提供される技術的な解決手法の実行を通して、端末デバイスがＤ
ＨＣＰクライアントの機能を提供しないときであっても、効率的に端末デバイスはうまく
ダイアルアップを実行するために、必要とされるネットワーク設定情報を取得することが
可能であり、かつ、端末デバイス上において通常のサービスが実行可能であることを保証
するよう、ネットワークデータサービスを実行することが可能である。加えて、前記メッ
セージ交換はＡＴコマンドとＮＤＩＳポートを用いることでフレキシブルに完了され、ポ
ート資源をセーブし、情報転送を促進するために、ＡＴコマンドは特別なポートを加える
ことなく送信することができる。
【００２８】
　実施形態３
　図４は、本発明の実施形態３に基づく、別の具体例での信号交換のブロック図である。
図４が示すように、端末デバイスのドライバーレイヤーは、端末デバイスと無線ＷＡＮデ
バイス(WWAN device)との間の信号交換を完了するために、ネットワーク設定情報問い合
わせメッセージをシリアルポートを介して、無線ＷＡＮデバイス(WWAN device)へ送信す
る。ＰＤＰがアクティベートされた後に、もしドライバーレイヤーが無線ＷＡＮデバイス
から送られたＡＣＫシグナルを受信した場合、ドライバーレイヤーは動的にネットワーク
設定情報取得リクエストを伝達する。ここで、ネットワーク設定情報取得リクエストは、
ＡＴコマンドを用いることにより、シリアルポートを介して無線ＷＡＮデバイス(WWAN de
vice)へ送られる。無線ＷＡＮデバイスはＡＴコマンドの処理結果をシリアルポートを介
して、ドライバーレイヤーへ返すことが可能である。ドライバーレイヤーは、ネットワー
クアドレスの設定を完了するために、返されたネットワーク設定情報を、端末デバイスの
アプリケーションレイヤーに提供することができる。
【００２９】
　この場合も同様に、実施形態３において提供される技術的な解決手法の実行を通して、
端末デバイスがＤＨＣＰクライアントの機能を提供しないときであっても、効率的に端末
デバイスはうまくダイアルアップを実行するために、必要とされるネットワーク設定情報
を取得することが可能であり、かつ、端末デバイス上において通常のサービスを実行可能
であることを保証するよう、ネットワークデータサービスを実行することが可能である。
加えて、前記メッセージ交換はＡＴコマンドとシリアルポートを用いることでフレキシブ
ルに完了され、ポート資源をセーブし、情報転送を促進するために、ＡＴコマンドは特別
なポートを加えることなく送信することができる。
【００３０】
　実施形態４
　図５は、本発明実施形態４に基づく、別の具体例での信号交換のブロック図である。図
５が示すように、端末デバイスのドライバーレイヤーは機能をＮＤＩＳコマンドへ変換す
る。これは実行のためにＯＩＤシグナルによって要請される。無線ＷＡＮデバイス(WWAN 
device)はＮＤＩＳに従うデバイスであるため、特別な処理なしに、ＮＤＩＳポートを介
してＮＤＩＳコマンドを伝達することができる。このようにして、ＰＤＰがアクティベー
トされた後、ドライバーレイヤーが無線ＷＡＮデバイスから送られたＡＣＫシグナルを受
信した場合は、ドライバーレイヤーはネットワーク設定情報取得リクエストを動的に無線
ＷＡＮデバイス(WWAN device)に伝達することができる。ここで、ネットワーク設定情報
取得リクエストはＮＤＩＳコマンドを用いることにより、ＮＤＩＳポートを介し無線ＷＡ
Ｎデバイスへ伝達される。；無線ＷＡＮデバイス(WWAN device)は、ＮＤＩＳコマンドの
処理結果をＮＤＩＳポートを介してドライバーレイヤーに返す。；ドライバーレイヤーは
、ネットワークアドレスの設定を完了するために、返されたネットワーク設定情報を端末
デバイスのアプリケーションレイヤーに提供する。
【００３１】
　この場合も同様に、実施形態４において提供される技術的な解決手法の実行を通して、
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端末デバイスがＤＨＣＰクライアントの機能を提供しないときであっても、効率的に端末
デバイスはうまくダイアルアップを実行するために、必要とされるネットワーク設定情報
を取得することが可能であり、かつ、端末デバイス上において通常のサービスを実行可能
であることを保証するよう、ネットワークデータサービスを実行することが可能である。
加えて、前記メッセージ交換はＮＤＩＳとＮＤＩＳポートを用いることでフレキシブルに
完了され、ポート資源をセーブし、情報転送を促進するために、ＡＴコマンドは特別なポ
ートを加えることなく送信することができる。
【００３２】
　実施形態５
本発明の実施形態５はネットワーク設定情報取得のための装置を提供する。図６は実施形
態５において提供された装置の構造図である。前記装置はメッセージ伝達ユニット６１、
及び情報取得ユニット６２を備える。
【００３３】
　前記メッセージ伝達ユニット６１は、端末デバイスのネットワークドライバーインター
フェイススタンダードＮＤＩＳドライバーレイヤーに配置され、かつ、端末デバイスがダ
イアルアップし、ネットワークデータサービスの実行が必要な時に、無線モデムへネット
ワーク設定情報問い合わせメッセージを伝達するように設定される。問い合わせメッセー
ジの特定のモードについては、本発明の実施形態１で提供された方法を参照のこと。
【００３４】
　前記情報取得ユニット６２は、端末デバイスのネットワークドライバーインターフェイ
ススタンダードＮＤＩＳドライバーレイヤーに配置され、かつ、無線モデムより返された
ネットワーク設定情報を取得し、取得したネットワーク設定情報を端末デバイスのアプリ
ケーションレイヤーに提供するように設定される。
【００３５】
　加えて、メッセージ伝達ユニット６１は、以下の、モジュールを備える。
　　モデムコマンド言語を用いることにより、ネットワーク設定情報問い合わせメッセー
ジをＮＤＩＳポートを介して、無線モデムへ伝達するように構成される第一の伝達モジュ
ール６１１及び／又は、
　　モデムコマンド言語を用いることにより、ネットワーク設定情報問い合わせメッセー
ジをシリアルポートを介して、無線モデムへ伝達するように構成される第二の伝達モジュ
ール６１２及び／又は、
　　ＮＤＩＳコマンド言語を用いることにより、ネットワーク設定情報問い合わせメッセ
ージをＮＤＩＳポートを介して、無線モデムへ伝達するように構成される第三の伝達モジ
ュール６１３。
【００３６】
　加えて、前記装置はアドレス設定ユニット６３をさらに備える。アドレス設定ユニット
６３は端末デバイスのアプリケーションレイヤーに配置され、かつ、取得されたネットワ
ーク設定情報を用いることによって、ネットワークアドレス設定を完了するように構成さ
れる。
【００３７】
　前記ネットワーク設定情報のための装置は端末デバイス内に配置される。
【００３８】
　前記装置の実施形態では、備えられたユニットは機能論理(function logic)についての
みに基づいて分けられていることに注意しなければならない。一方、前記ユニットが対応
する機能を実行可能な限り、区分が以上のように限定されることはない。加えて、それぞ
れの機能ユニットは区別の目的のみによって名づけられており、かつ、特定の名前が本発
明の保護範囲を限定することを意図するものではない。
【００３９】
　当業者は、前記実施形態で提供された方法のステップの全て、または一部が、関連する
ハードウェアを指示するプログラムによって実行可能であることを理解すべきである。前
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記プログラムは、コンピューターで読み取り可能な記憶媒体、例えば、リードオンリメモ
リ／ランダムアクセスメモリ(ROM/RAM)、磁気ディスク、及びＣＤ－ＲＯＭに保存するこ
とができる。
【００４０】
　結論として、本発明の実施形態に基づくと、端末デバイスが、ＤＨＣＰクライアントの
機能を提供しないときであっても、効率的に端末デバイスはうまくダイアルアップを実行
するために、必要とされるネットワーク設定情報を取得することが可能であり、かつ、端
末デバイス上において通常のサービスを実行可能であることを保証するよう、ネットワー
クデータサービスを実行することが可能である。
【００４１】
　上記の詳細は本発明の例示的な実施形態に過ぎない。一方、本発明の保護範囲は以上に
限定するものではない。当業者によって、本発明が開示した技術範囲から逸脱することな
しに、直ちに導き出したどんな改良、または置換も本発明の保護範囲に含まれるべきであ
る。つまり、本発明の保護範囲は添付の特許請求の範囲に基づくものとする。
【符号の説明】
【００４２】
６１　・・・メッセージ伝達ユニット
６２　・・・情報取得ユニット
６３　・・・アドレス設定ユニット
６１１・・・第一の伝達モジュール
６１２・・・第二の伝達モジュール
６１３・・・第三の伝達モジュール
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